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○相談員の援助を受け 

 ながら申立書を作成 

調停委員会もしくは 

調査委員会を設置 

○事例解決方法・ 

 手続きの検討 
 

○調査の必要性 

 の検討 

事案発生 

○相談者との面談 
 
 
 
 
 

○相談者の了解のもとに 

 委員会に報告・協議 

No 

Yes 

措置結果を通知 

解消・解決 

解消・解決 

No 

解消・解決 

○相談員と協議 
 

○事例解決方法・ 

 手続きの検討 

○相談者の申立書 

 作成を援助 
 

○申立書を委員会 

 に提出（手渡し） 

Yes 
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○調停の 

 実施 

委員会検討 

内容を通知 

○調停案の 

 検証 

○調停案の 

 実施 

○実施内容 

 の報告 

措置結果を通知 
委員会検討 

内容を通知 

○調査の実施 

○調査結果の検証 
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調査委員会を設置 

No 調停 

必要に応じて処分等の対応を検討 

解消・解決 

○調停案の 

 作成・提出 

○調査報告書の 

 作成・提出 

○委員会の設置を求める 
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No 

事実確認及び

事実調査 
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事実調査 
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